
 

諸塚村男女共同参画基本計画 

 

令和２年度～令和６年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

宮崎県諸塚村 

 

 



 

《 目 次 》 

 

第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  １ 

２ 計画の位置づけと役割 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  １ 

３ 計画の期間  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  １ 

 

 

第２章 基本的な考え 

１ 計画の基本理念  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ２ 

２ 基本目標   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ２ 

 

 

第３章 計画の内容 

基本目標１ 男女一人ひとりが性別に関わりなくお互いを尊重し合える社会づくり 

重点分野１ 男女共同参画の推進に向けた意識改革 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ３ 

 

基本目標２ 男女一人ひとりが個性と能力を発揮できる活力ある社会づくり 

重点分野２ 就業環境の整備・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ５ 

重点分野３ 政策方針決定過程への女性参画の推進 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ７ 

 

基本目標３ 男女一人ひとりが安心して暮らせる社会づくり 

重点分野４ 配偶者等からの暴力（DV）の根絶・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ９ 

重点分野５ 生涯にわたる健康づくり支援・ ・ ･ ・ ･ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １１ 

 

 

第４章 推進体制  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １３ 

 

 



 

諸塚村男女共同参画基本計画 

 

第１章   計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

諸塚村では、第５次長期総合計画において、施策の柱の一つとして「男女共同参画・

人権尊重社会」を位置づけ、男女共同参画社会の実現のために各種施策を推進して

います。 

 

２ 計画の位置づけと役割 

●本計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項において規定されている「諸

塚村男女共同参画計画」として位置づけています。 

●この計画の一部は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）第６条第３項及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律（DV防止法）」第２条の３第３項に基づく市町村計画として位置づけます。 

●本計画は、「諸塚村総合計画」の部門別計画であり、諸塚村における男女共同参画

行政施策の基本的方向と具体的施策を示すものです。 

 

３ 計画の期間 

この計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－ 



 

第２章   基本的な考え 

１ 計画の基本理念 

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現。 

 

２ 基本目標 

（１） 男女一人ひとりが性別に関わりなくお互いを尊重し合える社会づくり 

（２） 男女一人ひとりが個性と能力を発揮できる活力ある社会づくり 

（３） 男女一人ひとりが安心して暮らせる社会づくり 
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第３章   計画の内容 

 

基本目標１ 男女一人ひとりが性別に関わりなくお互いを尊重し合える社会づくり 

 

重点分野１ 男女共同参画の推進に向けた意識改革  

 

《現状と課題》 

性別に基づく固定的役割分担意識は、人々の意識の中に根強く残っており、これ

に基づく慣習・慣行などは、女性のみならず男性にとっても、多様な生き方を選択する

際の障害となっています。平成３０年度に県が実施した県民意識の結果によれば、「男

性は仕事、女性は家庭」という固定的性別役割分担意識は、依然として根強く残って

はいるものの反対の考え方も増加しています。 

男女共同参画社会を実現するため、一人ひとりが固定的性別役割分担意識を見直

すことや、職場、学校、地域、家庭等のあらゆる場面で、性別に関わりなくそれぞれの

個性や能力を生かした多様な生き方を認め合うことの大切さを理解し、男女共同参画

に関する認識を深めていけるような取り組みが必要です。 

 

表１意識調査（平成３０年県民意識調査による） 

社会全体で男女は平等になっていると思うか 

１ 男性の方が非常に優遇されている ６．２％ 

２ どちらかといえば男性の方が優遇されている ５０．３％ 

３ 平等である １５．０％ 

４ どちらかといえば女性の方が優遇されている ５．７％ 

５ 女性の方が非常に優遇されている １．１％ 

６ どちらともいえない ２１．８％ 

 

「男は外で働き、女性は家庭を守るべきである」というような性別よって役割を固定化す

る考え方について 

１ 賛成 ３．７％ 

２ そちらかといえば賛成  １４．３％ 

３ どちらかといえば反対  ２５．１％ 

４ 反対 ３１．０％ 

５ どちらともいえない ２５．９％ 

 

－３－ 



 

 

●施策の基本的方向 （１）理解と共感を広げる広報・啓発活動の推進 

 

【具体的施策】 

○男女共同参画の理解促進を図るため、県男女共同参画センター等と連携し広報・

啓発に取り組みます。 

○「男女共同参画週間」や「人権啓発強調月間」、「人権週間」など、機会を捉えて、男

女共同参画や人権等に関する村民意識を深める広報・啓発を推進します。 

 

指標項目 基準値 

平成３０年度 

目標値 

令和６年度 

村の広報紙・ホームペー

ジ等での男女参画や人権

に関する啓発 

 

年４回 

 

 年４回 

男女共同参画に関する講

座等の開催 

    

－ 

 

年１回 

職員や教職員を対象とし

た研修会 

    

－ 

 

年１回 

夏休みふれあい映画祭参

加者（小中学生） 

 

１００％ 

 

１００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 



 

基本目標２ 男女一人ひとりが個性と能力を発揮できる活力ある社会づくり 

 

重点分野２ 就業環境の整備  

 

《現状と課題》 

男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の改正など、法制度の整備は進んできま

したが、継続して就業することを望んでいるにもかかわらず、出産・育児・介護を理由

に離職する女性が多い状況にあります。 

平成２７年に県が実施した県民意識調査の結果によれば、女性が結婚や出産後も

職業を持ち、働き続けるために必要なこととして、「仕事と家庭の両立ができる制度の

充実」や「再雇用制度を普及・促進」をあげた人も多く、多様かつ柔軟な働き方を選択

できるような就業環境の整備に対する取り組みが必要です。 

 

表２意識調査（平成２７年県民意識調査による） 

女性の就業継続のために必要な措置として 

１ 育児休業や短時間制度等の仕事と家庭の両立ができる制度を

充実する 

６３．５％ 

２ 結婚・出産・介護などの都合でいったん退職した女性のための

再雇用制度を普及・促進する 

６１．０％ 

３ 残業や休日出勤ができないことで不利益な扱いをしない ５２．２％ 

４ 男性の家事・育児・介護等への参加を促すための啓発をする ２４．５％ 

５ 賃金の男女格差を改める １８．３％ 

６ 昇進・昇格の男女格差を改める １１．５％ 

７ その他 ２．９％ 

 

 

●施策の基本的方向 （２）子育て等支援の拡充 

 

【具体的施策】 

○育児相談や育児指導、育児サークルの活動支援など、各種育児サービスの拡充及

び情報提供の充実を図ります。 

○一時預かりや学童保育など、子育て支援の拠点や子育て支援サービスの充実を図

ります。 

 

 

－５－ 



 

●施策の基本的方向 （３）女性の就業継続・再就職・起業等のための支援 

 

【具体的施策】 

○県男女共同参画センターが実施する女性活躍相談窓口やキャリアアップ等に資す

る講座等を諸塚村ホームページや広報紙等により広く提供します。 

○各種能力開発等の講座に関する情報を積極的に提供します。 

 

指標項目 基準値 

平成３０年度 

目標値 

令和６年度 

 

育児相談や育児指導等

の利用者数（延べ） 

 

４８人 

 

５０人 

 

育児相談等開催回数 

 

 

年４回 

 

年４回 

 

放課後預かり授業の利用

者数（延べ） 

    

８，１２７人 

 

８，０００人 

 

放課後預かり授業実施回

数 

 

年３２９回 

 

年３００回 
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重点分野３ 政策方針決定過程への女性参画の推進（諸塚村女性活躍推進計画） 

 

《現状と課題》 

男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が社会の対等な構成員として、政策

方針決定にともに参画することが極めて重要です。しかし、諸塚村における女性の政

策・方針決定過程の場への参画状況を見ると、諸塚村審議会等委員の女性登用率は、

令和元年度では約１０％、諸塚村役場における女性管理職登用率は０％となっており、

依然として少ない状況にあります。また、村の地域社会において、重要な役割を担う自

治公民館長１６人の内女性は０人となっています。 

平成２７年度に県が実施した県民意識の結果によれば、政策の企画・方針決定過

程に女性の参画が少ない理由として「男性優位の組織運営」が最も多い結果となって

います。 

このようなことから、男女が社会の対等な構成員として共に生き生きと働き、活躍できる

環境づくりが必要です。 

 

表３（諸塚村の審議会等委員の女性委員の登用率：令和元年度） 

審議会等名 委員総数 うち女性委員数 女性比率 

１ 諸塚村防災会議 ２０人 ０人 ０％ 

２ 民生委員推薦会 ７人 ２人 ２８．６％ 

３ 国民健康保険運営協

議会 

６人 １人 １６．７％ 

４ 損害評価会 １７人 ０人 ０％ 

５ 諸塚村交通安全対策

会議 

１６人 １人 ６．３％ 

６ 公民館運営審議会 ８人 ２人 ２５．０％ 

７ 社会教育委員会 ８人 ２人 ２５．０％ 

８ 諸塚村国民保護協議

会 

２５人 １人 ４．０％ 

９ 行財政改革推進委員

会 

１２人 ２人 １６．７％ 

10 特別職報酬等審議会 ７人 ２人 ２８．６％ 

11 文化祭保存調査委員

会 

５人 ０人 ０％ 

12 総合長期計画審議会 １０人 １人 １０．０％ 

計 １４１人 １４人 ９．９％ 

－７－ 



 

諸塚村役場在職状況：令和元年度 

在職状況 総数 うち女性数 女性比率 

管理職（課長相当職） １１人 ０人 ０％ 

課長補佐相当職 ９人 ２人 ２２．２％ 

係長相当職 ３８人 ２２人 ５７．９％ 

計 ５８人 ２４人 ４１．３％ 

 

 

●施策の基本的方向 （４）役場や地域等における女性の参画拡大 

 

【具体的施策】 

○審議会等への女性の登用について積極的に取り組みます。また、女性委員のいな

い審議会等の解消に努めます。 

○自治公民館活動や事業者等における運営・方針決定過程への女性の参画が進む

よう県男女共同参画センター等と連携をとりながら、広報・啓発に取り組みます。 

○役場における女性職員の登用機会の拡大を図るため、様々な研修、ジョブ・ローテ

ーション等により、性別にかかわらず管理職員として必要な経験や能力を備える職員

の育成に努めます。 

 

指標項目 基準値 

令和元年度 

目標値 

令和６年度 

村の審議会委員に占める

女性の割合 

 

９．９％ 

 

 １５．０％ 

村職員の係長級以上に

占める女性の割合 

    

４１．３％ 

 

４５．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－８－ 



 

基本目標３ 男女一人ひとりが安心して暮らせる社会づくり 

 

重点分野４ 配偶者等からの暴力（DV）の根絶  

（諸塚村要支援保護協議会設置要綱） 

 

《現状と課題》 

すべての暴力は、犯罪となる行為を含め重大な人権侵害であり、その対象の性別

や加害者と被害者との間柄を問わず、許されるべきものではありません。特に女性は、

配偶者等からの暴力（DV）の被害者や性犯罪の被害者になることが多く、その被害も

深刻です。暴力の根絶を図ることは男女共同参画社会を形成していく上で克服すべ

き重要な課題です。 

平成２７年度に県が実施した県民意識調査の結果によれば、配偶者等からの暴力

を受けた時の相談先について「どこ（誰）にも相談しなかった」が最も多い結果となって

います。                   

配偶者等からの暴力（DV）、性犯罪、売買春、人身取引、ストーカー行為、セクシャ

ルハラスメントなど、女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶に向けた広報・啓発活動

の推進及び被害者の支援に行政・事業者・地域等が連携する等の取り組みが必要で

す。 

表４（平成２７年県民意識調査による） 

配偶者等からの暴力を受けた時の相談先は 

１ 友人知人に相談した ２１．７％ 

２ 家族に相談した １５．２％ 

３ 警察に連絡・相談した ２．２％ 

４ 女性相談所、女性相談員に相談した １．４％ 

５ 医師に相談した １．３％ 

６ 民間の機関（弁護士会、民間シェルターなど）に相談した １．１％ 

７ その他の公的な機関に相談した ０．５％ 

８ 人権擁護委員に相談した ０．２％ 

９ 男女共同参画センター相談員に相談した ０．２％ 

10 どこ（誰）にも相談しなかった ３４．３％ 

11 その他 ２．５％ 

 

 

 

 

－９－ 



 

●施策の基本的方向 （５）DV防止の推進 

 

【具体的施策】 

○「女性に対する暴力をなくす運動」期間のほか、様々な機会を捉え、女性に対する

暴力を許さない社会環境づくりに向けた、広報・啓発活動を推進します。 

○DV を未然に防止するための広報・啓発を進めると共に、DV に関する相談窓口の

周知を図ります。 

 

指標項目 基準値 

令和元年度 

目標値 

令和６年度 

人権に関する講座等の開

催数 

 

－ 

 

 年 1回 

 

人権相談所の開設 

    

年４回 

 

年４回 
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重点分野５ 生涯にわたる健康づくり支援  

 

《現状と課題》 

男女が互いに身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する

思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会を形成するにあたっての基本

的な条件といえます。 

特に女性は、妊娠、出産や女性特有の疾患、更年期症状を経験する可能性がある

など、生涯を通じて男女は異なる健康上の問題に直面することについて、十分な配慮

が必要です。 

女性の疾病予防の観点から本村の健康受診率を見ると、子宮頸がん・乳がんとも近

年は高い受診率で推移しています。また、生活習慣病の目安となる特定健診（男女）

についても、７０％を超える高い受診率で推移しています。 

生涯にわたり心身共に健康で安心して生きるために、心身の健康に関する正しい

知識の普及を図ると共にライフステージに応じた健康支援を今後も行う必要があります。 

 

 

表５（子宮頸がん検診・乳がん検診・特定健診受診率の推移） 

年 度 子宮がん検診 乳がん検診 特定健診 

平成２６年度 ５２．１％ ０％ ７６．３％ 

平成２７年度 ３７．３％ ０％ ７３．８％ 

平成２８年度 ３５．３％ ９．４％ ７１．４％ 

平成２９年度 ７０．９％ ８５．４％ ６６．４％ 

平成３０年度 ８１．９％ ８０．１％ ７３．９％ 
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●施策の基本的方向 （６）生涯を通じた健康の保持・増進対策の推移 

 

【具体的施策】 

○女性がライフステージに応じた健康管理を行うことができるよう、情報提供や健康教

育を推進します。 

○生活習慣病の予防、また女性特有の疾患の早期発見のため、各種健診の受診率

の向上を図ります。 

 

 

●施策の基本的方向 （７）性と妊娠・出産等に関する健康と権利に対する支援 

 

【具体的施策】 

○リプロダクティブ・ヘルツ／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の概念の理解を深

めるための情報提供、啓発活動を取り組みます。 

○学校においてこどもの発達段階に応じた性に関する指導に取り組みます。 

   

 

指標項目 基準値 

平成３０年度 

目標値 

令和６年度 

 

子宮頸がん検診受診率 

 

８１．９％ 

 

８５．０％  

 

乳がん検診受診率 

 

８０．１％ 

 

８５．０％ 

 

特定健診受診率 

    

７３．９％ 

 

８０．０％ 
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第４章 推進体制 

 

１ 村内の推進体制 

男女共同参画に関する施策は広域多岐にわたっており、村のあらゆる分野に関

係するとともに、すべての施策は男女共同参画の視点に配慮して立案、実施される

必要があります。このため「諸塚村男女共同参画推進会議」において、関係かとの

連絡調整、情報共有を行い、計画の円滑な推進を図ります。 

 

２ 村民との協働による計画の推進 

本系計画の実効性を高めるため村民や地域活動団体等が取り組む課題の解決

に向けて、連携・協働していきます。 

 

３ 国・県・関係機関との連携 

男女共同参画社会の実現に向けて、本計画を計画的かつ総合的に推進するた

め、国・県・関係機関との連携を図ります 
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